様式


医師の働き方改革に関するチェックリスト（診療所）
	医療機関名
	
	点　検 日
	　　　　年　　　月　　　日

	項目
番号
	調査項目
	点検結果
○・×・－
	参　考(※)
【根拠法令】

	１
	面接指導対象医師の抽出

１．医師にかかる月別の時間外・休日労働時間数がわかる記録を作成している。
	
	法第107条

医療法施行規則第61条

	
	２．その記録については３年間保存している。
	
	

	２
	面接指導の実施
１．時間外・休日労働が⽉１００時間以上となることが⾒込まれる場合、又は１００時間以上となった後遅滞なく面接指導実施医師による面接指導を実施している。

	
	法第108条

第１項
医療法施行規則第63条

	
	２．「長時間労働医師面接指導結果及び意見書」に以下の事項が記載されている。

□ 面接指導の実施年月日
□ 面接指導対象医師の氏名

□ 面接指導を行った面接指導実施医師の氏名

□ 面接指導対象医師の勤務の状況

□ 面接指導対象医師の睡眠の状況

□ 面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況

□ その他面接指導対象医師の心身の状況
	
	

	
	３．面接指導実施医師は、病院の管理者ではない。
	
	医療法施行規則第65条

	
	４．面接指導実施医師は、医師の健康管理を行うのに必要な知識を習得させるための講習を修了している。
	
	

	３
	就業上の措置
１．面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置（就業上の措置）を講じている。
	
	法第108条

第5項

医療法施行規則第69条

	
	２．面接指導対象医師のうち、「長時間労働医師面接指導結果及び意見書」において「就業上の措置が必要」と判断された医師に対し、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を遅滞なく講じている。
	
	

	
	３．月別の時間外・休日労働時間が１５５時間超となった医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を遅滞なく講じている。
	
	法第108条

第6項

医療法施行規則第70条

	４
	記録
１．面接指導実施医師の意見を踏まえた措置の要否や措置の内容の記録を作成し、５年間保存している。
	
	法第108条

第7項

医療法施行規則第71条


【参考資料】
医療法第 25 条第１項に基づく立入検査の実施上の留意事項について（面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償
休息の確保）（令和６年３月１５日厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室 事務連絡）
